
令和６年４月１日適用

給　料　表

福島県教育委員会

（令和６年１２月２４日）



(単位　：　円）

号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 加算額 計 号給 給料月額

1 203,400 8,136 211,536

2 205,700 8,228 213,928

3 208,000 8,320 216,320

4 210,200 8,408 218,608

5 212,500 8,500 221,000

6 214,800 8,592 223,392

7 217,100 8,684 225,784

8 219,300 8,772 228,072

9 221,600 8,864 230,464 1 224,600 8,984 233,584

10 223,800 8,952 232,752 2 227,000 9,080 236,080

11 226,200 9,048 235,248 3 229,400 9,176 238,576

12 228,400 9,136 237,536 4 231,800 9,272 241,072

13 230,700 9,228 239,928 5 234,500 9,380 243,880

14 232,800 9,312 242,112 6 236,900 9,476 246,376

15 235,000 9,400 244,400 7 239,300 9,572 248,872

16 237,100 9,484 246,584 8 241,700 9,668 251,368

17 239,400 9,576 248,976 9 244,100 9,764 253,864

18 241,200 9,648 250,848 10 245,700 9,828 255,528

19 243,000 9,720 252,720 11 247,300 9,892 257,192

20 244,700 9,788 254,488 12 249,000 9,960 258,960

21 246,600 9,864 256,464 13 250,800 10,032 260,832

22 247,900 9,916 257,816 14 252,300 10,092 262,392

23 249,200 9,968 259,168 15 253,900 10,156 264,056

24 250,500 10,020 260,520 16 255,300 10,212 265,512

25 251,800 10,072 261,872 17 256,800 10,272 267,072

26 253,100 10,124 263,224 18 258,100 10,324 268,424

27 254,100 10,164 264,264 19 259,300 10,372 269,672

28 255,200 10,208 265,408 20 260,600 10,424 271,024

29 256,400 10,256 266,656 21 261,800 10,472 272,272

30 257,700 10,308 268,008 22 263,000 10,520 273,520

31 258,900 10,356 269,256 23 264,200 10,568 274,768

32 259,900 10,396 270,296 24 265,500 10,620 276,120

33 261,000 10,440 271,440 25 266,900 10,676 277,576

34 262,200 10,488 272,688 26 268,800 10,752 279,552

35 263,300 10,532 273,832 27 270,500 10,820 281,320

36 264,500 10,580 275,080 28 272,300 10,892 283,192

37 265,700 10,628 276,328 29 273,900 10,956 284,856

38 266,900 10,676 277,576 30 276,100 11,044 287,144

39 268,100 10,724 278,824 31 278,300 11,132 289,432

40 269,300 10,772 280,072 32 280,600 11,224 291,824

41 270,700 10,828 281,528 33 282,800 11,312 294,112

42 271,800 10,872 282,672 34 285,000 11,400 296,400

43 273,000 10,920 283,920 35 287,600 11,504 299,104

44 274,300 10,972 285,272 36 289,900 11,596 301,496

45 275,100 11,004 286,104

46 276,000 11,040 287,040

47 276,800 11,072 287,872

48 277,600 11,104 288,704

49 278,200 11,128 289,328

50 279,100 11,164 290,264

51 279,800 11,192 290,992

52 280,500 11,220 291,720

53 281,200 11,248 292,448

54 281,900 11,276 293,176

55 282,700 11,308 294,008

56 283,500 11,340 294,840

57 284,100 11,364 295,464

58 284,700 11,388 296,088

59 285,600 11,424 297,024

60 286,400 11,456 297,856

61 287,100 11,484 298,584

62 287,900 11,516 299,416

63 288,700 11,548 300,248

64 289,400 11,576 300,976

65 290,000 11,600 301,600

66 290,800 11,632 302,432

67 291,800 11,672 303,472

68 292,800 11,712 304,512

69 293,400 11,736 305,136

70 294,100 11,764 305,864

71 294,600 11,784 306,384

72 295,400 11,816 307,216

73 296,100 11,844 307,944

74 296,900 11,876 308,776

75 297,500 11,900 309,400

76 298,400 11,936 310,336

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

37 291,900 11,676 303,576

38 294,000 11,760 305,760

42 301,500 12,060 313,560

45 306,800 12,272 319,072

46 308,600 12,344

小学校・中学校教育職給料表号給対応表 （給料表コード１１）

職員の
区分

１　級 ２　級 ３　級 ４　級

41 299,500 11,980 311,480

39 295,900 11,836 307,736

40 297,800 11,912 309,712

320,944

43 303,300 12,132 315,432

44 305,100 12,204 317,304

49 313,800 12,552 326,352

50 315,600 12,624 328,224

47 310,400 12,416 322,816

48 312,200 12,488 324,688

51 317,700 12,708 330,408

52 319,400 12,776 332,176

327,800 7,600 335,400

2 330,300 7,600 337,900

1

3 332,500 7,600 340,100

4 335,200 7,600 342,800

14



(単位　：　円）

号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 加算額 計 号給 給料月額

小学校・中学校教育職給料表号給対応表 （給料表コード１１）

職員の
区分

１　級 ２　級 ３　級 ４　級

77 298,800 11,952 310,752

78 299,600 11,984 311,584

79 300,100 12,004 312,104

80 300,700 12,028 312,728

81 301,200 12,048 313,248

82 302,100 12,084 314,184

83 302,700 12,108 314,808

84 303,300 12,132 315,432

85 303,900 12,156 316,056

86 304,500 12,180 316,680

87 305,300 12,212 317,512

88 305,800 12,232 318,032

89 306,100 12,244 318,344

90 306,700 12,268 318,968

91 307,200 12,288 319,488

92 307,800 12,312 320,112

93 308,300 12,332 320,632

94 308,900 12,356 321,256

95 309,500 12,380 321,880

96 309,900 12,396 322,296

97 310,000 12,400 322,400

98 310,400 12,416 322,816

99 310,700 12,428 323,128

100 311,100 12,444 323,544

101 311,400 12,456 323,856

102 311,800 12,472 324,272

103 312,200 12,488 324,688

104 312,500 12,500 325,000

105 312,600 12,504 325,104

106 312,900 12,516 325,416

107 313,300 12,532 325,832

108 313,700 12,548 326,248

109 313,900 12,556 326,456

110 314,200 12,568 326,768

111 314,500 12,580 327,080

112 314,800 12,592 327,392

113 314,900 12,596 327,496

114 315,100 12,604 327,704

115 315,300 12,612 327,912

116 315,600 12,624 328,224

117 315,900 12,636 328,536

118 316,100 12,644 328,744

119 316,400 12,656 329,056

120 316,600 12,664 329,264

121 316,700 12,668 329,368

122 317,000 12,680 329,680

123 317,200 12,688 329,888

124 317,500 12,700 330,200

125 317,800 12,712 330,512 68 347,100 13,884 360,984 20 365,000 7,600 372,600

69 348,800 13,952 362,752 21 366,400 7,600 374,000

70 350,300 14,012 364,312 22 368,000 7,600 375,600

71 351,800 14,072 365,872 23 369,300 7,600 376,900

72 353,500 14,140 367,640 24 370,600 7,600 378,200

73 354,900 14,196 369,096 25 372,000 7,600 379,600

74 356,500 14,260 370,760 26 373,400 7,600 381,000

75 358,000 14,320 372,320 27 374,500 7,600 382,100

76 359,500 14,380 373,880 28 375,700 7,600 383,300

77 360,700 14,428 375,128 29 376,800 7,600 384,400

78 362,100 14,484 376,584 30 378,100 7,600 385,700

79 363,600 14,544 378,144 31 379,400 7,600 387,000

80 365,100 14,604 379,704 32 380,500 7,600 388,100

81 366,200 14,648 380,848 33 381,900 7,600 389,500

82 367,500 14,700 382,200 34 383,200 7,600 390,800

83 369,200 14,768 383,968 35 384,500 7,600 392,100

84 370,400 14,816 385,216 36 385,700 7,600 393,300

85 371,900 14,876 386,776 37 386,700 7,600 394,300

86 373,200 14,928 388,128 38 387,900 7,600 395,500

87 374,500 14,980 389,480 39 389,300 7,600 396,900

88 375,800 15,032 390,832 40 390,400 7,600 398,000

89 376,900 15,076 391,976 41 392,100 7,600 399,700

90 378,000 15,120 393,120 42 393,400 7,600 401,000

91 379,000 15,160 394,160 43 394,700 7,600 402,300

92 380,100 15,204 395,304 44 395,800 7,600 403,400

93 380,800 15,232 396,032 45 396,900 7,600 404,500

94 382,000 15,280 397,280 46 398,100 7,600 405,700

95 383,000 15,320 398,320 47 399,400 7,600 407,000

96 384,300 15,372 399,672 48 400,600 7,600 408,200

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

53 320,800 12,832 333,632

54 322,800 12,912 335,712

57 327,800 13,112 340,912

58 329,900 13,196 343,096

55 324,600 12,984 337,584

56 326,300 13,052 339,352

61 335,500 13,420 348,920

62 337,300 13,492 350,792

59 332,000 13,280 345,280

60 333,800 13,352 347,152

66 344,400 13,776 358,176

63 339,100 13,564 352,664

64 341,000 13,640 354,640

67 345,700 13,828 359,528

6

8

10

12

14

16

18

65 342,900 13,716 356,616

5 337,100 7,600 344,700

344,300 7,600 351,900

9 345,700 7,600 353,300

339,700 7,600 347,300

7 342,000 7,600 349,600

351,900 7,600 359,500

13 353,900 7,600 361,500

348,100 7,600 355,700

11 350,300 7,600 357,900

359,100 7,600 366,700

17 360,400 7,600 368,000

355,600 7,600 363,200

15 357,400 7,600 365,000

361,800 7,600 369,400

19 363,400 7,600 371,000

15



(単位　：　円）

号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 加算額 計 号給 給料月額

小学校・中学校教育職給料表号給対応表 （給料表コード１１）

職員の
区分

１　級 ２　級 ３　級 ４　級

97 385,300 15,412 400,712 49 401,700 7,600 409,300

98 386,400 15,456 401,856 50 403,000 7,600 410,600

99 387,200 15,488 402,688 51 404,200 7,600 411,800

100 388,200 15,528 403,728 52 405,500 7,600 413,100

101 389,100 15,564 404,664 53 406,700 7,600 414,300

102 390,100 15,604 405,704 54 408,000 7,600 415,600

103 390,900 15,636 406,536 55 409,100 7,600 416,700

104 391,800 15,672 407,472 56 410,500 7,600 418,100

105 392,500 15,700 408,200 57 411,800 7,600 419,400 1 422,700

106 393,400 15,736 409,136 58 413,000 7,600 420,600 2 424,200

107 394,300 15,772 410,072 59 414,300 7,600 421,900 3 425,700

108 395,200 15,808 411,008 60 415,500 7,600 423,100 4 427,200

109 396,100 15,844 411,944

110 397,100 15,884 412,984

111 398,000 15,920 413,920

112 398,900 15,956 414,856

113 399,500 15,980 415,480

114 400,400 16,016 416,416

115 401,300 16,052 417,352

116 402,200 16,088 418,288

117 403,000 16,120 419,120 65 421,400 7,600 429,000 9 434,300

118 403,800 16,152 419,952 66 422,600 7,600 430,200 10 435,700

119 404,600 16,184 420,784 67 423,700 7,600 431,300 11 437,100

120 405,400 16,216 421,616 68 424,800 7,600 432,400 12 438,500

121 406,300 16,252 422,552

122 407,000 16,280 423,280

123 407,800 16,312 424,112

124 408,500 16,340 424,840

125 409,100 16,364 425,464

126 409,700 16,388 426,088

127 410,300 16,412 426,712

128 411,000 16,440 427,440

129 411,600 16,464 428,064

130 412,200 16,488 428,688

131 412,700 16,508 429,208

132 413,200 16,528 429,728

133 413,500 16,540 430,040

134 413,800 16,552 430,352

135 414,100 16,564 430,664

136 414,500 16,580 431,080

137 414,800 16,592 431,392

138 415,100 16,604 431,704

139 415,400 16,616 432,016

140 415,700 16,628 432,328

141 416,000 16,640 432,640

142 416,300 16,652 432,952

143 416,600 16,664 433,264

144 416,900 16,676 433,576

145 417,100 16,684 433,784

146 417,400 16,696 434,096

147 417,700 16,708 434,408

148 417,900 16,716 434,616

149 418,200 16,728 434,928

150 418,500 16,740 435,240

151 418,800 16,752 435,552

152 419,000 16,760 435,760

153 419,200 16,768 435,968

154 419,500 16,780 436,280

155 419,800 16,792 436,592

156 420,000 16,800 436,800

157 420,200 16,808 437,008

158 420,500 16,820 437,320

159 420,600 16,824 437,424

160 420,800 16,832 437,632

161 421,200 16,848 438,048

162 421,800 16,872 438,672

163 422,400 16,896 439,296

164 423,000 16,920 439,920

165 423,400 16,936 440,336

80 433,700 7,600 441,300

81 434,000 7,600 441,600

82 434,400 7,600 442,000

83 434,700 7,600 442,300

84 435,000 7,600 442,600

85 435,300 7,600 442,900

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

61 416,600 7,600 424,200

62 417,600 7,600 425,200

69 425,800 7,600 433,400

70 427,100 7,600 434,700

63 419,000 7,600 426,600

64 420,200 7,600 427,800

73 430,200 7,600 437,800

74 431,000 7,600 438,600

71 428,300 7,600 435,900

72 429,500 7,600 437,100

79 433,300 7,600 440,900

5

8

15

18

77 432,500 7,600 440,100

78 432,800 7,600 440,400

75 431,700 7,600 439,300

76 432,200 7,600 439,800

432,900

13 439,700

14 441,000

428,600

6 430,100

7 431,500

446,300

19 447,600

20 449,000

442,400

16 443,800

17 444,900

21 449,900

16



(単位　：　円）

号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 加算額 計 号給 給料月額

小学校・中学校教育職給料表号給対応表 （給料表コード１１）

職員の
区分

１　級 ２　級 ３　級 ４　級

86 435,700 7,600 443,300

87 436,000 7,600 443,600

88 436,300 7,600 443,900

89 436,800 7,600 444,400

90 437,200 7,600 444,800

91 437,500 7,600 445,100

92 437,600 7,600 445,200

93 437,800 7,600 445,400

94 438,300 7,600 445,900

95 438,800 7,600 446,400

96 439,300 7,600 446,900

97 439,600 7,600 447,200

98 440,100 7,600 447,700

99 440,600 7,600 448,200

100 441,100 7,600 448,700

101 441,300 7,600 448,900

102 441,800 7,600 449,400

103 442,300 7,600 449,900

104 442,700 7,600 450,300

105 443,000 7,600 450,600

106 443,500 7,600 451,100

107 444,000 7,600 451,600

108 444,500 7,600 452,100

109 444,700 7,600 452,300

110 445,100 7,600 452,700

111 445,600 7,600 453,200

112 446,100 7,600 453,700

113 446,400 7,600 454,000 28 458,800

29 460,000

30 460,800

31 461,200

32 462,200

33 463,200

34 463,900

35 464,600

36 465,200

37 466,000

38 466,700

39 467,400

40 468,100

41 468,800

42 469,500

43 470,200

44 471,000

45 471,800

46 472,500

47 473,200

48 473,900

49 474,700

50 475,400

51 476,100

52 476,800

53 477,400

54 478,100

55 478,800

56 479,500

57 480,300

58 481,000

59 481,700

60 482,400

61 483,100

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

235,100 9,404 244,504 282,900 11,316 294,216 337,600 7,600 345,200 421,200

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

27 457,500

24 453,800

25 455,000

26 456,300

22 451,200

23 452,500

17



(単位　：　円）

号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 教職調整額 計

1 224,600 8,984 233,584

2 227,000 9,080 236,080

3 229,400 9,176 238,576

4 231,800 9,272 241,072

5 234,500 9,380 243,880

6 236,900 9,476 246,376

7 239,300 9,572 248,872

8 241,700 9,668 251,368

9 244,100 9,764 253,864

10 245,700 9,828 255,528

11 247,300 9,892 257,192

12 249,000 9,960 258,960

13 250,800 10,032 260,832

14 252,300 10,092 262,392

15 253,900 10,156 264,056

16 255,300 10,212 265,512

17 256,800 10,272 267,072

18 258,100 10,324 268,424

19 259,300 10,372 269,672

20 260,600 10,424 271,024

21 261,800 10,472 272,272

22 263,000 10,520 273,520

23 264,200 10,568 274,768

24 265,500 10,620 276,120

25 266,900 10,676 277,576

26 268,800 10,752 279,552

27 270,500 10,820 281,320

28 272,300 10,892 283,192

29 273,900 10,956 284,856

30 276,100 11,044 287,144

31 278,300 11,132 289,432

32 280,600 11,224 291,824

33 282,800 11,312 294,112

34 285,000 11,400 296,400

35 287,600 11,504 299,104

36 289,900 11,596 301,496

37 291,900 11,676 303,576 1 303,000 12,120 315,120

38 294,000 11,760 305,760 2 304,800 12,192 316,992

39 295,900 11,836 307,736 3 306,600 12,264 318,864

40 297,800 11,912 309,712 4 308,500 12,340 320,840

41 299,500 11,980 311,480 5 310,400 12,416 322,816

42 301,500 12,060 313,560 6 312,300 12,492 324,792

43 303,300 12,132 315,432 7 314,000 12,560 326,560

44 305,100 12,204 317,304 8 315,800 12,632 328,432

45 306,800 12,272 319,072 9 317,600 12,704 330,304

46 308,600 12,344 320,944 10 319,400 12,776 332,176

47 310,400 12,416 322,816 11 321,200 12,848 334,048

48 312,200 12,488 324,688 12 323,200 12,928 336,128

49 313,800 12,552 326,352 13 325,000 13,000 338,000

50 315,600 12,624 328,224 14 326,900 13,076 339,976

51 317,700 12,708 330,408 15 328,800 13,152 341,952

52 319,400 12,776 332,176 16 330,600 13,224 343,824

53 320,800 12,832 333,632 17 332,200 13,288 345,488

54 322,800 12,912 335,712 18 334,200 13,368 347,568

55 324,600 12,984 337,584 19 336,100 13,444 349,544

56 326,300 13,052 339,352 20 338,100 13,524 351,624

57 327,800 13,112 340,912 21 340,000 13,600 353,600

58 329,900 13,196 343,096 22 342,200 13,688 355,888

59 332,000 13,280 345,280 23 344,200 13,768 357,968

60 333,800 13,352 347,152 24 346,100 13,844 359,944

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

小学校・中学校教育職給料表号給対応表 （給料表コード１１）

職員の
区分

２　級 特　２　級

18



(単位　：　円）

号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 教職調整額 計

小学校・中学校教育職給料表号給対応表 （給料表コード１１）

職員の
区分

２　級 特　２　級

61 335,500 13,420 348,920 25 347,600 13,904 361,504

62 337,300 13,492 350,792 26 349,400 13,976 363,376

63 339,100 13,564 352,664 27 351,200 14,048 365,248

64 341,000 13,640 354,640 28 353,000 14,120 367,120

65 342,900 13,716 356,616 29 354,700 14,188 368,888

66 344,400 13,776 358,176 30 356,300 14,252 370,552

67 345,700 13,828 359,528 31 357,500 14,300 371,800

68 347,100 13,884 360,984 32 358,800 14,352 373,152

69 348,800 13,952 362,752 33 360,300 14,412 374,712

70 350,300 14,012 364,312 34 361,900 14,476 376,376

71 351,800 14,072 365,872 35 362,900 14,516 377,416

72 353,500 14,140 367,640 36 364,200 14,568 378,768

73 354,900 14,196 369,096 37 365,500 14,620 380,120

74 356,500 14,260 370,760 38 366,900 14,676 381,576

75 358,000 14,320 372,320 39 368,400 14,736 383,136

76 359,500 14,380 373,880 40 369,700 14,788 384,488

77 360,700 14,428 375,128 41 371,400 14,856 386,256

78 362,100 14,484 376,584 42 372,800 14,912 387,712

79 363,600 14,544 378,144 43 374,300 14,972 389,272

80 365,100 14,604 379,704 44 375,600 15,024 390,624

81 366,200 14,648 380,848 45 377,000 15,080 392,080

82 367,500 14,700 382,200 46 378,200 15,128 393,328

83 369,200 14,768 383,968 47 379,800 15,192 394,992

84 370,400 14,816 385,216 48 381,000 15,240 396,240

85 371,900 14,876 386,776 49 382,500 15,300 397,800

86 373,200 14,928 388,128 50 383,700 15,348 399,048

87 374,500 14,980 389,480 51 384,900 15,396 400,296

88 375,800 15,032 390,832 52 386,200 15,448 401,648

89 376,900 15,076 391,976 53 387,200 15,488 402,688

90 378,000 15,120 393,120 54 388,500 15,540 404,040

91 379,000 15,160 394,160 55 389,700 15,588 405,288

92 380,100 15,204 395,304 56 391,000 15,640 406,640

93 380,800 15,232 396,032 57 392,100 15,684 407,784

94 382,000 15,280 397,280 58 393,400 15,736 409,136

95 383,000 15,320 398,320 59 394,800 15,792 410,592

96 384,300 15,372 399,672 60 396,000 15,840 411,840

97 385,300 15,412 400,712 61 396,900 15,876 412,776

98 386,400 15,456 401,856 62 398,200 15,928 414,128

99 387,200 15,488 402,688 63 399,100 15,964 415,064

100 388,200 15,528 403,728 64 400,200 16,008 416,208

101 389,100 15,564 404,664 65 401,000 16,040 417,040

102 390,100 15,604 405,704 66 402,200 16,088 418,288

103 390,900 15,636 406,536 67 403,200 16,128 419,328

104 391,800 15,672 407,472 68 404,300 16,172 420,472

105 392,500 15,700 408,200 69 405,500 16,220 421,720

106 393,400 15,736 409,136 70 406,500 16,260 422,760

107 394,300 15,772 410,072 71 407,600 16,304 423,904

108 395,200 15,808 411,008 72 408,800 16,352 425,152

109 396,100 15,844 411,944 73 409,800 16,392 426,192

110 397,100 15,884 412,984 74 410,900 16,436 427,336

111 398,000 15,920 413,920 75 412,100 16,484 428,584

112 398,900 15,956 414,856 76 413,100 16,524 429,624

113 399,500 15,980 415,480

114 400,400 16,016 416,416

115 401,300 16,052 417,352

116 402,200 16,088 418,288

117 403,000 16,120 419,120

118 403,800 16,152 419,952

119 404,600 16,184 420,784

120 405,400 16,216 421,616

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

77 414,000 16,560 430,560

78 414,900 16,596 431,496

79 416,000 16,640 432,640

80 417,000 16,680 433,680
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(単位　：　円）

号給 給料月額 教職調整額 計 号給 給料月額 教職調整額 計

小学校・中学校教育職給料表号給対応表 （給料表コード１１）

職員の
区分

２　級 特　２　級

121 406,300 16,252 422,552 81 417,800 16,712 434,512

122 407,000 16,280 423,280 82 418,600 16,744 435,344

123 407,800 16,312 424,112 83 419,300 16,772 436,072

124 408,500 16,340 424,840 84 420,200 16,808 437,008

125 409,100 16,364 425,464 85 420,900 16,836 437,736

126 409,700 16,388 426,088 86 421,500 16,860 438,360

127 410,300 16,412 426,712 87 422,200 16,888 439,088

128 411,000 16,440 427,440 88 422,900 16,916 439,816

129 411,600 16,464 428,064

130 412,200 16,488 428,688

131 412,700 16,508 429,208

132 413,200 16,528 429,728

133 413,500 16,540 430,040

134 413,800 16,552 430,352

135 414,100 16,564 430,664

136 414,500 16,580 431,080

137 414,800 16,592 431,392

138 415,100 16,604 431,704

139 415,400 16,616 432,016

140 415,700 16,628 432,328

141 416,000 16,640 432,640

142 416,300 16,652 432,952

143 416,600 16,664 433,264

144 416,900 16,676 433,576

145 417,100 16,684 433,784

146 417,400 16,696 434,096

147 417,700 16,708 434,408

148 417,900 16,716 434,616

149 418,200 16,728 434,928

150 418,500 16,740 435,240

151 418,800 16,752 435,552

152 419,000 16,760 435,760

153 419,200 16,768 435,968

154 419,500 16,780 436,280

155 419,800 16,792 436,592

156 420,000 16,800 436,800

157 420,200 16,808 437,008

158 420,500 16,820 437,320

159 420,600 16,824 437,424

160 420,800 16,832 437,632

161 421,200 16,848 438,048

162 421,800 16,872 438,672

163 422,400 16,896 439,296

164 423,000 16,920 439,920

165 423,400 16,936 440,336

100 427,900 17,116 445,016

101 428,100 17,124 445,224

102 428,400 17,136 445,536

103 428,700 17,148 445,848

104 428,900 17,156 446,056

105 429,100 17,164 446,264

106 429,400 17,176 446,576

107 429,700 17,188 446,888

108 429,900 17,196 447,096

109 430,100 17,204 447,304

110 430,500 17,220 447,720

111 430,800 17,232 448,032

112 431,000 17,240 448,240

113 431,200 17,248 448,448

114 431,500 17,260 448,760

115 431,800 17,272 449,072

116 432,000 17,280 449,280

117 432,200 17,288 449,488

基準給料月額 基準給料月額

282,900 11,316 294,216 310,700 12,428 323,128

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

89 423,600 16,944 440,544

90 424,300 16,972 441,272

91 424,800 16,992 441,792

92 425,400 17,016 442,416

93 425,800 17,032 442,832

94 426,200 17,048 443,248

95 426,500 17,060 443,560

96 426,900 17,076 443,976

97 427,100 17,084 444,184

98 427,400 17,096 444,496

99 427,700 17,108 444,808
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〇　教育職給料表（高等学校教育職給料表） 〇　小学校・中学校教育職給料表

（単位：円） （単位：円）

級 級

号給 号給

2,000 2,500 3,500 5,100 6,800 2,000 2,100 3,500 4,200 6,800

2,000 2,600 3,700 5,200 6,900 2,000 2,300 3,700 4,400 6,900

2,100 2,800 3,800 5,400 7,100 2,100 2,400 3,800 4,500 7,100

2,200 2,900 4,000 5,500 7,200 2,200 2,500 4,000 4,900 7,200

2,300 3,000 4,300 5,700 7,400 2,300 2,600 4,300 5,100 7,400

2,400 3,200 4,500 5,900 7,500 2,400 2,800 4,500 5,200 7,500

2,600 3,300 4,700 6,000 7,600 2,600 2,900 4,700 5,400 7,600

2,700 3,500 4,900 6,100 7,700 2,700 3,000 4,900 5,500 7,700

2,800 3,700 5,100 6,300 7,900 2,800 3,200 5,100 5,700 7,900

2,900 3,800 5,300 6,400 8,000 2,900 3,300 5,300 5,900 8,000

3,100 4,100 5,400 6,600 8,000 3,100 3,500 5,400 6,000 8,000

3,200 4,300 5,600 6,800 8,000 3,200 3,700 5,600 6,100 8,000

3,300 4,500 5,700 6,900 8,000 3,300 3,800 5,700 6,300 8,000

3,400 4,800 5,800 7,000 8,000 3,400 4,100 5,800 6,400 8,000

3,500 4,900 6,000 7,100 8,000 3,500 4,300 6,000 6,600 8,000

3,600 5,100 6,100 7,200 8,000 3,600 4,500 6,100 6,800 8,000

3,700 5,300 6,300 7,300 3,700 4,800 6,300 6,900

3,800 5,400 6,400 7,400 3,800 4,900 6,400 7,000

3,900 5,500 6,500 7,500 3,900 5,100 6,500 7,100

4,000 5,600 6,700 7,500 4,000 5,300 6,700 7,200

4,100 5,800 6,800 7,500 4,100 5,400 6,800 7,300

4,100 5,900 6,900 7,500 4,100 5,500 6,900 7,400

4,200 6,100 6,900 7,500 4,200 5,600 6,900 7,500

4,300 6,200 7,000 7,500 4,300 5,800 7,000 7,500

4,400 6,300 7,200 7,500 4,400 5,900 7,200 7,500

4,400 6,400 7,200 4,400 6,100 7,200 7,500

4,500 6,500 7,200 4,500 6,200 7,200 7,500

4,500 6,600 7,300 4,500 6,300 7,300 7,500

4,600 6,700 7,300 4,600 6,400 7,300 7,500

4,700 6,800 7,300 4,700 6,500 7,300

4,700 6,900 4,700 6,600

4,800 6,900 4,800 6,700

4,900 6,900 6,800

4,900 7,000 6,900

4,900 7,100 6,900

5,000 7,100 6,900

5,100 7,100 7,000

5,100 7,100 7,100

5,100 7,100 7,100

7,100

7,100

7,100

義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当
(平成３０年４月１日適用）

職員の
区分 １　級 ２　級 ３　級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級特 ２ 級 特 ２ 級

 9から12まで  9から12まで

13から16まで 13から16まで

４　級

職員の
区分

17から20まで 17から20まで

21から24まで 21から24まで

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

 1から 4まで

 5から 8まで  5から 8まで

25から28まで 25から28まで

29から32まで 29から32まで

33から36まで 33から36まで

37から40まで 37から40まで

41から44まで 41から44まで

45から48まで 45から48まで

49から52まで 49から52まで

53から56まで 53から56まで

57から60まで 57から60まで

61から64まで 61から64まで

65から68まで 65から68まで

69から72まで 69から72まで

73から76まで 73から76まで

77から80まで 77から80まで

81から84まで 81から84まで

85から88まで 85から88まで

89から92まで 89から92まで

93から96まで 93から96まで

97から100まで 97から100まで

101から104まで 101から104まで

105から108まで 105から108まで

109から112まで 109から112まで

113から116まで 113から116まで

117から120まで 117から120まで

153 153から156まで

121から124まで 121から124まで

125から128まで 125から128まで

129から132まで 129から132まで

133から136まで 133から136まで

137から140まで 137から140まで

157から160まで

161から164まで

165

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

3,200 3,800 5,100 6,400

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

 1から 4まで

141から144まで 141から144まで

145から148まで 145から148まで

149から152まで 149から152まで

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

3,200 3,800 5,100 6,4004,500 4,500
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一般職の任期付職員の採用等に関する条例
第８条第１項の給料表（特定任期付職員）

号  給 給   料   月   額
1 400,000
2 449,000
3 503,000
4 567,000
5 648,000
6 756,000
7 883,000

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例
第５条第１項の給料表（第１号任期付研究員）

号  給 給   料   月   額
1 423,000
2 485,000
3 550,000
4 635,000
5 738,000
6 842,000

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例
第５条第２項の給料表（第２号任期付研究員）

号  給 給   料   月   額
1 353,000
2 390,000
3 419,000
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　　　　会計年度任用職員給料等月額基準表

区    分 基　　準　　額

備考１

備考２

学生等の任用に係る報酬額（R６．１０．５適用）

高等学校の生徒 １時間当たり ９５９円

大学の学生 １時間当たり ９９０円

※　参　　　考

○　福島県最低賃金について
　１　最低賃金

１時間　９５５円（時間額のみ）
　２　効力発生の日

令和６年１０月５日

　この表中「行政職給料表」とは職員の給与に関する条例第3条第1項第1号の行政職給料表を、「技能
労務職給料表」とは技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則第3条の給料表をいう。

　同種の職務に在職した年数等の経験年数を有する会計年度任用事務職員については、基準額に定
める号給に、当該経験年数の月数を12で除した数（１未満の端数があるときはこれを切り捨てた数）を加
えて得た数を号数とする号給とすることができる。（ただし、その号給は19号給を超えることはできない。）

　　会計年度任用事務職員 　　行政職給料表１級９号給の給料月額

　　会計年度任用技能職員 　　技能労務職給料表１級21号給の給料月額

　　会計年度任用労務職員 　　技能労務職給料表１級５号給の給料月額

　　会計年度チャレンジ任用職員 　　技能労務職給料表１級１号給の給料月額
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1 給料の調整額（令和６年４月１日適用）

・

・

・

・

調整基本額（※）　×　調整数（１）

※ 調整基本額

(1) 　(2)以外の職員（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外の職員）

円 円

円 円

円、 円、 円、

円、 円、 円、

円、 円、 円、

円 円

円 円

円 円

(2) 　定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

2 教職調整額

7,200 6,900

12,800 12,400４級

7号給 10,768 8号給

４級 13,300 13,000

教育職員（校長、副校長及び教頭を除く。） 給料月額　×　４／１００

特２級 11,700 11,400

３級

12,200 11,700

（教育職給料表が適用される職員のうち職員の給与に関する条例
別表第３の備考に定める教育職員又は高等学校教育職給料表が
適用される職員のうち福島県市町村立学校職員の給与等に関する
条例別表アの備考に定める教育職員にあっては、12,400円）

（福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例別表イの備考
に定める教育職員にあっては、12,000円）

職務
の級

教育職及び高等学校教育職給料表適用職員 小学校・中学校教育職給料表適用職員

3号給

4号給 10,431

10,3232号給 10,215

２級

11,200 11,000

ただし、 1号給 10,107

10,876 9号給 10,984

10,660

諸　手　当　一　覧　表　（ R６　．１２　．２４　現　在　）

特別支援学校に勤務する教育職員

市立養護学校に勤務する教育職員

高等学校の通級による指導を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする教育職員

小・中学校の特別支援学級を担任又は通級による指導を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする教育職員

職務
の級

教育職及び高等学校教育職給料表適用職員 小学校・中学校教育職給料表適用職員

１級

9,100 8,500

5号給 10,552 6号給

8,400 8,300

10,200 10,000

（教育職給料表が適用される職員のうち職員の給与に関する条例
別表第３の備考に定める教育職員又は高等学校教育職給料表が
適用される職員のうち福島県市町村立学校職員の給与等に関する
条例別表アの備考に定める教育職員にあっては、10,400円）

（福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例別表イの備考
に定める教育職員にあっては、10,200円）

特２級

１級

２級

9,300

３級

9,200

－42－



3 地域手当（令和２年４月１日適用）

（注） 給料の月額　＝　給料月額　＋　給料の調整額

※ 支給割合

特定任期付職員で医療業務に従事する職員 16/100

埼玉県加須市立騎西小学校（加須市） 6/100

栃木県小山市立大谷北小学校（小山市）

静岡県立三島長陵高等学校（三島市）

3/100新潟県新潟市立鳥屋野中学校（新潟市）

区　　　分 支給割合

東京事務所（特別区） 20/100

茨城県水戸市立見川中学校（水戸市） 10/100

（　給料の月額　＋　給料の特別調整額（管理職手当）　＋　教職調整額　＋　扶養手当　）　×　支給割合（※）
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4 給料の特別調整額（管理職手当）（令和５年４月１日適用）　※　職務の級、区分、手当額は令和３年４月1日適用

(1) 　(2)以外の職員（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外の職員）

※　給料の特別調整額の見直しに係る経過措置（令和５年４月１日適用）

保原（伊達）、安達、郡山商業、郡山北工業、岩瀬農業、若松商業、喜多方、会津農林、平工業、平商業、富岡、相馬農業、小高産業技術

(2) 　定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

研究職 美術館副館長、博物館副館長 ５級 ３種 374,400円

校長
・　特別支援学校・・・・・・・・・学級数９学級以上の規模

４級
４種 59,500円

小 ・ 中
学 校

教育職
校長

特大規模校
　　・　小学校・・・・・・学級数24学級以上の規模の学校のうち、別に定める学校
　　・　中学校・・・・・・学級数18学級以上の規模の学校のうち、別に定める学校
義務教育学校

４級

３種 66,300円

給料表 職 員 の 職
職務の

級
区分 手当額 コード

4

上記以外の者 ５種 51,000円 5

高 等
学 校

教育職

6

4

上記以外の者 ５種 57,600円 5

副校長 ３級 ５種 55,800円 5

3

大規模校（上記以外の者）
　　・　小学校・・・・・・学級数15学級以上の規模の学校のうち、別に定める学校
　　・　中学校・・・・・・学級数11学級以上の規模の学校のうち、別に定める学校

４種 58,000円 4

上記以外の者 ５種 49,800円 5

高 等
学 校

教育職

校長
・　特別支援学校・・・・・・・・・学級数９学級以上の規模

４級
４種 67,200円

教頭

・　特別支援学校・・・・・・・・・学級数９学級以上の規模

３級
５種

5

　［2人以上の教頭が置かれる学校にあっては、校長が定めた第１位の順位にある職務代理者たる教頭］

義務教育学校及び上記以外の者 ６種 44,400円 6

副校長 ３級 ５種 53,300円 5

教頭

大規模校
　　・　小学校・・・・・・学級数15学級以上の規模の学校のうち、別に定める学校
　　・　中学校・・・・・・学級数11学級以上の規模の学校のうち、別に定める学校 ３級

５種 53,300円

55,800円 5
　［2人以上の教頭が置かれる学校にあっては、校長が定めた第１位の順位にある職務代理者たる教頭］

上記以外の者 ６種 46,500円

3

大規模校（上記以外の者）
　　・　小学校・・・・・・学級数15学級以上の規模の学校のうち、別に定める学校
　　・　中学校・・・・・・学級数11学級以上の規模の学校のうち、別に定める学校

４種 63,600円 4

上記以外の者 ５種 54,600円 5

上記以外の者 ６種 46,500円 6

小 ・ 中
学 校

教育職

校長

特大規模校
　　・　小学校・・・・・・学級数24学級以上の規模の学校のうち、別に定める学校
　　・　中学校・・・・・・学級数18学級以上の規模の学校のうち、別に定める学校
義務教育学校

４級

３種 72,700円

教育職

教頭

・　高等学校・・・・・・・・・・・・・学級数６学級以上の規模
・　特別支援学校・・・・・・・・・学級数９学級以上の規模

３級
５種 55,800円 5

　［2人以上の教頭が置かれる学校にあっては、校長が定めた第１位の順位にある職務代理者たる教頭］

3

上記以外の者で次の規模の学校に在職する者
・　高等学校・・・・・・・・・・・・・学級数６学級以上の規模
・　特別支援学校・・・・・・・・・学級数９学級以上の規模

４種 67,200円 4

5
３級 55,800円

手当額 コード

行政職

理事、図書館長
10級

１種
139,300円

1
９級 129,600円

上記以外の者 ５種 57,600円 5

校長

福島、橘、福島商業、福島明成、福島工業、福島東、福島南、安積、安積黎明、白河、白
河旭、会津、葵、会津学鳳、会津工業、磐城、磐城桜が丘、ふたば未来学園、相馬、原
町、郡山萌世高等学校
視覚支援学校、聴覚支援学校
郡山支援、あぶくま支援、平支援学校

４級

３種 76,800円

副校長
４級

５種
57,600円

課長、室長、庁主幹、企画主幹、主幹、主任専門文化財主査、教育事務所長、教育事務所次長、教育
センター次長、教育センター部長、特別支援教育センター所長及び事務長（課長相当職に限る。）

７級
３種

72,200円
3

６級

副課長、特別支援教育センター事務長、図書館企画管理部長、総括司書、美術館事務長、博物
館事務長、練習船船長及び事務長（課長相当職にある者を除く。）

６級

５種

50,700円

5５級 46,400円

４級 45,400円

政策監、教育次長、県立高校改革監、庁参事、教育センター所長、図書館副館長、美術館長、博
物館長

８級
２種

94,900円
2

７級 90,300円

67,500円

給料表 職 員 の 職
職務の

級
区分

　 　令和５年３月３１日において、次の高校の校長であり、令和５年４月１日以後も引き続き当該職にある職員は、引き続き当該職にある間、給料の特別

  調整額が３種として指定されている職にあるものとみなして、令和５年３月31日における給料の特別調整額の月額に相当する額を支給する。
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5 扶養手当（令和２年４月１日適用）

備考

○ 扶養親族認定上の所得限度額の変遷

○ 扶養手当の支給額変遷

加算

〃

〃

〃

〃

〃

〃

加算

〃

加算

〃

加算

加算

6 住居手当（令和２年４月１日適用）

※ 居住方法コード（平成21年１月１日以降）

３，５００円  

（支給しない）

各３，５００円  

（支給しない）

R2．　４．１ 6,500 10,000 6,500 5,0003,500 (支給しない） 3,500 (支給しない）

行政職給料
表８ 級 相当

行政職給料
表９ 級 相当

以 上

（区分変更）

適用年月日

配偶者

子

父母等
満16歳年度初め
から満22歳年度
末までの子1人に

つ き

行政職給料
表７ 級 以下

相 当

行政職給料
表８ 級 相当

行政職給料
表９級相当以

上

行政職給料
表７ 級 以下

相 当

３０．　４．１

その他 ０３ その他 １３

借 家 等

光熱水費込みの下宿 ０１

留守家族
借 家 等

光熱水費込みの下宿 １１

まかない付き下宿 ０２ まかない付き下宿 １２

備考１ 　家賃等の額とは、その支払額に食費等が含まれているときは１００分の４０に相当する額をいい、支払額に電気、ガス、水道の使用料金が含まれ、か
つ、食費が含まれていないときは１００分の９０に相当する額をいう。

備考２ 　借家等職員のうち単身赴任等職員である者については、借家等職員に掲げる額及び単身赴任等職員に掲げる額の合計額が手当額になる。

区 分 コード 区 分 コード

２

家賃等の額が５４，５００円以上 ２８，０００円

単 身 赴 任 借 家 等 職 員 配偶者等が居住するために借り受けている住宅の家賃等の額に応じ、借家等職員の例により算出した
額 （１００円未満端数切捨て処理後の額）の１／２に相当する額（１００円未満端数切捨て）

5,000

区 分 手 当 額

家賃等の額が２０，５００円以下 家賃等の額－９，５００円

借 家 等 職 員
家賃等の額が２０，５０１円～５４，４９９円

家賃等の額－２０，５００円
＋１１，０００円

（１００円未満端数切捨て）

３１．　４．１ 6,500 3,500 10,000 6,500 3,500

6,500 10,000 (廃止) 6,500 (廃止) 5,000

満16歳年度初め
から満22歳年度
末までの子1人に

つ き

配偶者がな
い職員の扶
養親族のうち
1 人 目 の 子

配偶者及び
子がない職
員の扶養親
族のうち1人
目の父母等

２９．　４．１ 10,000 8,000 10,000 6,500 9,000 5,000

（区分変更）

適用年月日 配偶者 子 父母等

5,000

１９．　４．１ 13,000 6,500 － 11,000 － 5,000

１９．　４．１ 13,000 6,000 6,500 11,000 －

5,000

（区分変更）

適用年月日 配偶者 配偶者以外 同上 同上 (削除) 同上

１７．１２．１ 13,000 6,000 6,500 11,000 5,000

5,000

１５．１２．１ 13,500 6,000 6,500 11,000 5,000 5,000

１５．　１．１ 14,000 6,000 6,500 11,000 5,000

5,000

１２．　４．１ 16,000 6,000 6,500 11,000 3,000 5,000

１０．　４．１ 16,000 5,500 6,500 11,000 2,000

3,000

　９．　４．１ 16,000 5,500 6,500 11,000 2,000 4,000

その他の者

満16歳年度初め
から満22歳年度
末までの子1人に

つ き

扶養親族で
ない配偶者
があ る 場合
の 1 人 目

配偶者がな
い職員の扶
養親族のうち

1 人 目

　８．　４．１ 16,000 5,500 11,000 2,000

特定期間にある子の加算額  各５，０００円  

適用年月日 配偶者
配偶者以外
の 2 人 ま で

所得限度額

行政職給料表８級相当 　４．　４．１ 年額　1,200,000円（月額　100,000円）未満

行政職給料表９級以上相当 　５．　４．１ 年額　1,300,000円（月額　108,334円）未満

子 各１０，０００円  

父
母
等

行政職給料表７級以下相当 各６，５００円  適用年月日

配
偶
者

行政職給料表７級以下相当 ６，５００円  　教育職給料表、高等学校教育職給料表、小学校・
中学校教育職給料表が適用される職員は、行政職給
料表７級以下相当に該当。行政職給料表８級相当

行政職給料表９級以上相当

区　　　分 手　　当　　額
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7 通勤手当（令和６年４月１日適用）

(1) 交通機関等（電車、バス等）利用者

（注） 　運賃等相当額とは、通勤所要回数分の運賃等の額で最も低廉となるものとする。

(2) 自動車等使用者

2 4 34 36

4 6 36 38

6 8 38 40

8 10 40 45

10 12 45 50

12 14 50 55

14 16 55 60

16 18 60 65

18 20 65 70

20 22 70 75

22 24 75 80

24 26 80 85

26 28 85 90

28 30 90 95

30 32 95

32 34

（注１）

（注２）

(3) 自転車使用者

片道の使用距離が２㎞以上の場合、距離に関係なく２，０００円。

(4) 交通機関等と自動車等併用者

8 単身赴任手当（平成28年４月１日適用）

㎞未満 ㎞以上 ㎞未満

㎞以上 ㎞未満 〃 〃

〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃

〃 〃 ㎞以上

9 宿日直手当（令和６年４月１日適用）

（半日直）

（一般）

5,600円 2,800円本来の勤務に従事しないで行う庁舎、校舎、設備、備品、書類等の保全、外部
との連絡、文書の収受、庁舎又は校舎の監視等を目的とする勤務

（教育・研修機関）

6,100円 3,050円高等学校、中学校及び特別支援学校の寄宿舎における児童、生徒の生活指
導等のための定時的巡視等を目的とする勤務

500 700 54,000円 2,500 100,000円

勤 務 の 区 分

手 当 額 ( 勤 務 １ 回 ）

宿日直勤務 ５時間未満の勤務

（宿直・日直）

300 500 46,000円 2,000 2,500 94,000円

250 300 44,000円 1,500 2,000 88,000円

200 250 42,000円 1,300 1,500 82,000円

70,000円

150 200 40,000円 1,100 1,300 76,000円

100 30,000円 700 900 62,000円

100 150 38,000円 900 1,100

「 運賃等相当額＋(2)の手当額」が    ６４，００１円以上
（「運賃等相当額＋(2)の手当額」－６４，０００円）

　＋６４，０００円
２

交 通 距 離 手 当 額 交 通 距 離 手 当 額

　通勤手当支給対象者は２㎞以上とする（身障通勤者を除く。）。

　定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員のうち、平均１か月当たりの通勤所要回数が10回に満
たない職員については、表に掲げる額の１／２の額とする。

区 分 手 当 額

 「運賃等相当額＋(2)の手当額」が    ６４，０００円以下 　　「運賃等相当額＋(2)の手当額」

70,600円 35,300円

〃 〃 25,400円 12,700円

〃 〃 23,900円 12,000円 km以上

63,500円 31,800円

〃 〃 22,400円 11,200円 〃 〃 67,000円 33,500円

〃 〃 20,900円 10,500円 〃 〃

56,400円 28,200円

〃 〃 19,400円 9,700円 〃 〃 60,000円 30,000円

〃 〃 17,900円 9,000円 〃 〃

49,400円 24,700円

〃 〃 16,400円 8,200円 〃 〃 52,900円 26,500円

〃 〃 14,900円 7,500円 〃 〃

43,100円 21,600円

〃 〃 13,400円 6,700円 〃 〃 45,900円 23,000円

〃 〃 11,900円 6,000円 〃 〃

36,600円 18,300円

〃 〃 10,400円 5,200円 〃 〃 40,000円 20,000円

〃 〃 8,900円 4,500円 〃 〃

29,800円 14,900円

〃 〃 7,400円 3,700円 〃 〃 33,400円 16,700円

〃 〃 5,900円 3,000円 〃 〃

26,900円 13,500円

〃 〃 4,500円 2,300円 〃 〃 28,400円 14,200円

km以上  km未満 3,000円 2,000円 km以上  km未満

片 道 の 自 動 車 等 の
使 用 距 離

手 当 額
片 道 の 自 動 車 等 の

使 用 距 離

手 当 額

自 動 車
自動車以外の原動機
付 き の 交 通 用 具

自 動 車
自動車以外の原動機
付 き の 交 通 用 具

 運賃等相当額等の額が    ６４，０００円以下 　　運賃等相当額

 運賃等相当額等の額が    ６４，００１円以上
（運賃等相当額－６４，０００円）

　＋６４，０００円
２

区 分 手 当 額
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10 期末・勤勉手当（令和６年１２月１日適用）

(1) 期別支給割合((2)以外の職員（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外の職員））

 備考 特定幹部職員とは、給料の特別調整額の区分が１種又は２種の職員をいう。

(2) 期別支給割合(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員）

 備考 特定幹部職員とは、給料の特別調整額の区分が１種又は２種の職員をいう。

○ 期末手当及び勤勉手当は、次により計算して得られる額とする。

・ 期末手当＝期末手当基礎額（※１）×期別支給割合×在職期間割合

・ 勤勉手当＝勤勉手当基礎額（※２）×期別支給割合（成績率：※３）×在職期間割合

期末手当基礎額 ＝ ①給料の月額  ＋ 扶養手当 ＋ ②地域手当 ＋ ③職務段階加算額 ＋ ④管理職加算額

（円未満切捨て）

勤勉手当基礎額 ＝ ①給料の月額  ＋ ②地域手当 ＋ ③職務段階加算額 ＋ ④管理職加算額

（円未満切捨て）

成績率は、直近の人事評価（業績評価）の結果に基づき決定される。

＝ （給料月額 ＋ 教職調整額 ）

＝ （ ① ＋ 扶養手当 ）×地域手当支給割合

＝ （ ① ＋  ① × 地域手当支給割合） × 加算割合

＝  給料月額 × 管理職加算割合

11 超過勤務手当・休日給（令和２年４月１日適用）

※１ ※２
手当額　＝　勤務１時間当たりの給与額　×　支給割合　×　対象となる勤務時間

(１円未満の端数は切り上げる。)

勤務１時間当たりの給与額の算出方法　（表中　給料の月額＝給料月額＋給料の調整額）

・

・

　　

支給割合

　　　ただし、短時間勤務職員の場合は、あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間との合計の勤務時間が38時間45分を超えた勤務のみ支給対象とする。

　　　

　　  

備考２ 　勤務を要しない超勤代休時間を取得した場合、月60時間を超える超過勤務手当の支給割合の引き上げは適用しない。

② 正規の勤務時間外の勤務 （２２：００～５：００）
150 175

休　 　　 日　　　　給　 休日における正規の勤務時間内の勤務
135

100

備考１ 　 アの日における定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の勤務については、その勤務時間
とその日の正規の勤務時間との合計が７時間45分に達するまでの支給割合は、①の場合100/100と、②の場合125/100とする。

　あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間内の勤務

　ただし、短時間勤務職員の場合は、あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間との合計の勤務時
間が38時間45分を超えた勤務のみ支給対象とする。

25 50

100 100

100

② 正規の勤務時間外の勤務 （２２：００～５：００）
160 175

100 100

※２

区 分
支給割合

月当たり
60時間まで

月当たり
60時間超

超
過
勤
務
手
当

ア 　正規の勤務時間が割り振られた日
（休日給が支給されることとなる日を
除く。）

① 正規の勤務時間外の勤務

　給与の月額　＝ 　給料の月額 ＋ 地域手当（扶養手当分を除く。） ＋ 月額特殊勤務手当 + 特地勤
務（へき地）手当(準ずる手当を含み、扶養手当分を除く。) ＋寒冷地手当給与の月額×１２

38.75×５２－7.75×１８ 　日額特殊勤務手当（夜間等特殊業務手当を除く。）の支給対象となる勤務をした場合には、加算額が
ある。

備考 　定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員については、上記算式の分母を、「（当該職員の１週間当たりの勤務時間
数×52）－（7.75×当該職員の１週間当たりの勤務時間数÷38.75×18）」と読み替えて適用する。

100 100

イ 　上記以外の日

① 正規の勤務時間外の勤務 （５：００～２２：００）
135 150

100

（５：００～２２：００）
125 150

100 100

① 給 料 の 月 額

② 地 域 手 当

③ 職 務 段 階 加 算

④ 管 理 職 加 算 額

※３

※１

※１

※２

1.200 か月 1.200 か月 2.400 か月

か月 1.225 か月

合 計 1.400 か月 1.000 か月 2.400 か月

か月 1.225 か月 0.6125 か月 0.6125

か月 0.5875 か月 1.175 か月

12 月 １ 日 12 月 10 日 0.7125 か月 0.5125

合 計

６ 月 １ 日 ６ 月 30 日 0.6875 か月 0.4875 か月 1.175 か月 0.5875

か月

基 準 日 支 給 日
一 般 職 員 特 定 幹 部 職 員

期 末 勤 勉 ( 標 準 ) 合 計 期 末 勤 勉 ( 標 準 )

か月 2.100 か月 2.500 か月 4.600合 計 2.500 か月 2.100 か月 4.600

1.075 か月 1.300 か月 2.375 か月

2.225 か月

12 月 １ 日 12 月 10 日 1.275 か月 1.100 か月 2.375 か月

2.225 か月 1.025 か月 1.200 か月６ 月 １ 日 ６ 月 30 日 1.225 か月 1.000 か月

基 準 日 支 給 日
一 般 職 員 特 定 幹 部 職 員

期 末 勤 勉 ( 標 準 ) 合 計 期 末 勤 勉 ( 標 準 ) 合 計
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12 管理職員特別勤務手当（令和５年４月１日適用）

(1) 　(2)以外の職員（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外の職員）

(2) 　定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

13 へき地手当

／

／

／

／

／

14 特地勤務手当

15 へき地手当に準ずる手当

（注） 　給料の月額 ＝ 給料月額 ＋ 給料の調整額

　なお、平成28年４月１日の級地見直しによりへき地指定を外れた学校に引き続き勤務する職員については、当該学校に勤務している間、経過
措置が適用される（学校の移転によりへき地指定を外れた場合を除く。）。

（注） 　給料の月額 ＝ 給料月額 ＋ 給料の調整額

支 給 期 間
へき地等学校へ異動後３年間（引き続きへき地学校に勤務する必要があると県教育員会が認めた職員は、６年まで。）ただし、
手当は異動に伴い住居を移転したときから支給する。

手 当 額
異動後５年間 ５年経過後

（ 給料の月額 ＋ 教職調整額 ＋ 扶養手当 ） × 4/100 （ 給料の月額 ＋ 教職調整額 ＋ 扶養手当 ） × 2/100

２級地（８％） ３級地（12％） ｛（ 給料の月額 ＋ 教職調整額 ＋ 扶養手当 ) × １／２ ＋
異動等の日における（ 給料の月額 ＋ 教職調整額 ＋ 扶養手当 ） × １／２｝

× 支給割合

9

１級地（４％） 1

（注） 　給料の月額 ＝ 給料月額 ＋ 給料の調整額

　平成28年４月１日の級地見直しによりへき地指定を外れた学校に引き続き勤務する職員については、当該学校に勤務している間、経過措置が
適用される（学校の移転によりへき地指定を外れた場合を除く。）。

級 地

手 当 額 電 算 コ ー ド４～１０月 １１～３月

（冬期以外） （冬期）

１ 級 地 8 100 2

準 １ 級 地 4 100 1

備考１

備考２ 　令和２年４月１日の級別区分改正により、令和２年３月31日時点で草野小学校、飯樋小学校、臼石小学校又は飯舘中学校に勤務する職員で
あって、引き続き令和２年４月１日からいいたて希望の里学園に勤務する職員については、経過措置が適用される。

16 100 4

２ 級 地 12 100 3

級 地 手 当 額 支 給 割 合 電 算 コ ー ド

４ 級 地

（給料の月額 ＋ 教職調整額 ＋ 扶養手当） × 支給割合

20 100 5

３ 級 地

３種の区分の給料の特別調整額を受ける職員 7,000円 10,500円 3,500円

１種の区分の給料の特別調整額を受ける職員 11,000円 16,500円 5,500円

２種の区分の給料の特別調整額を受ける職員 9,000円 13,500円 4,500円

区 分

週休日等 週休日等以外

６時間までの勤務 ６時間を超える勤務
午前０時～午後５時

までの勤務

３種の区分の給料の特別調整額を受ける職員 8,000円 12,000円 4,000円

６種の区分の給料の特別調整額（管理職手当）を受ける教育職員 4,000円 6,000円 2,000円

１種の区分の給料の特別調整額を受ける職員 12,000円 18,000円 6,000円

２種の区分の給料の特別調整額を受ける職員 10,000円 15,000円 5,000円

区 分

週休日等 週休日等以外

６時間までの勤務 ６時間を超える勤務
午前０時～午後５時

までの勤務

（注）
　管理職員が臨時又は緊急の必要その他校務運営の必要により、週休日等において特に勤務することを命ずる必要が生じた場合は、原則とし
て週休日の振替又は４時間の勤務時間の割り振り変更により対応するものとする。

４種又は５種の区分の給料の特別調整額（管理職手当）を受ける教育職員 6,000円 9,000円 3,000円

４種又は５種の区分の給料の特別調整額（管理職手当）を受ける教育職員 5,000円 7,500円 2,500円

６種の区分の給料の特別調整額（管理職手当）を受ける教育職員 3,000円 4,500円 1,500円
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16 特地勤務手当に準ずる手当

／

／ ／ ／

／

17 定時制通信教育手当

18 産業教育手当

19 寒冷地手当（令和６年度適用）

8,200円

（注） 　「支給地域」には、指定公署の刺繍対象職員の場合を含む。

8

地 域 等 の 区 分 世 帯 等 の 区 分

支 給 地 域

世 帯 主 で あ る 職 員
そ の 他 の 職 員

扶 養 親 族 の あ る 職 員 扶 養 親 族 の な い 職 員

19,800円 11,400円

３／４支給

又は２級

１級 18,000円 6

定通手当を
受ける者

特２級
14,000円 7

又は２級

農業・水産科を担当
する教諭等、実習助
手

定通手当を
受けない者

特２級
23,000円 5

１級 11,000円

２／４支給

又は２級

１級 18,000円 2

定通手当を
受ける者

特２級
14,000円 3

又は２級

区分
手 当 額 電算コード

当該手当支給期間の義務
教育等教員特別手当給料表

工業科を担当する教
諭等、実習助手

定通手当を
受けない者

特２級
23,000円 1

通信制
２級以上 18,000円 5

３／４支給
１級 14,000円 6

１級 11,000円 4

２級以上 11,000円 3
２／４支給

１級 8,000円 4

定時制

夜間
２級以上 24,000円 1

３／４支給
１級 19,000円 2

昼間

（注） 　給料の月額 ＝ 給料月額 ＋ 給料の調整額

区分
手 当 額 電算コード

当該手当支給期間の義務
教育等教員特別手当給 料 表

100 4 100 2 100

３級地 6 100

支 給 割 合

級 地 区 分 異 動 等 の 日 か ら ４ 年 間 ５ 年 目 ６ 年 目

準特地公署 4 100

１・２級地 5

支 給 期 間
特地公署等へ異動後３年間（引き続きへき地学校に勤務する必要があると県教育委員会が認めた職員は、６年まで。）ただし、
手当は異動に伴い住居を移転したときから支給する。

手 当 額 ［異動等の日における（ 給料の月額 ＋ 教職調整額 ＋ 扶養手当 ）］ × 支給割合
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20 特殊勤務手当

屋内

上記以外の作業

（注）

日額

（深夜50/100加算）

1,980円

備考欄中「技労」又は「市町村」の表示のある手当は、技能労務職員又は市町村立学校職員にも適用される。

屋内 1,330円

居住制限区域での業務 屋外　４時間以上 3,300円

屋外　４時間未満※

（特例） 帰還困難区域での業務 屋外　４時間以上 6,600円

災 害 応 急 作 業 等 手 当
※平成24年4月16日から 屋外　４時間未満※ 3,960円

660円

（東日本大震災による原子力発
電所事故の発生に伴い業務に
対する手当）

H24.8.1
市町村
技労

（特例）

感染 症防 疫等 作業 手当
日額

　患者等の身体に接触して又はこれらの者に長時間に
わたり接して行う作業

２の学年で編制 290円

兼 任 授 業 担 当 手 当
本務外の夜間課程又は昼間課程の授業等 授業１単位時間 1,200円

H14.4.1
通信教育面接指導 授業１単位時間 1,200円

夜 間 学 級 担 当 手 当
1,100円

R6.4.1 市 町 村 の み
800円

　教育職員が本務として夜間中学
　において従事する業務

日額小中教育職給料表２級以上

日額小中教育職給料表１級

市 町 村 の み

災 害 応 急 作 業 等 手 当
1,080円

R6.1.1 市 町 村
大規模災害等で避難している児童生徒に対して行う
夜間生活指導、学習指導及び衛生確保の作業

日額 780円

福島丸に乗り組む職員の漁労の作業 （ 省 略 ）

夜 間 等 特 殊 業 務 手 当

寄宿舎等に宿泊する児童、生徒の指導監督及び寄宿舎等の管理業務

・　上記以外のもの（市町村立学校の舎監を含む。） 勤務１回 6,100円

勤務１回 7,400円 H30.4.1

多 学 年 学 級 担 当 手 当
３の学年で編制 350円

H2.4.1

H31.4.1 市 町 村

専ら夜間課程において従事する業務 日額 230円 H14.4.1

技 労

※定時制通信
教育手当受給
者を除く

・　農作物の栽培又は家畜の飼育に関して行う実習指導を伴うもの

教育 業務 連絡 指導 手当 日額 200円 S52.4.1

教 員 特 殊 業 務 手 当

非常災害時の緊急業務

修学旅行等の児童・生徒引率による指導業務 日額 5,100円 H30.1.1

R3.4.1・　３時間程度 日額 2,700円

R3.4.1

部活動における児童・生徒に対する指導業務

・　２時間以上３時間程度未満 日額 1,800円 R3.4.1

市 町 村

乗 船 業 務 手 当

福島丸に乗り組む職員の水産教育の航海実習指導の
業務又は航海中における遭難船救助の作業

H14.4.1 技 労
日額 490円

（勤務環境劣悪な機関室内において作業に従事した場合）

対外運動競技等の児童・生徒引率による指導業務 日額 5,100円 H30.1.1 ※管理職員を
除く。

（被害が特に甚大な非常災害時の学校における救援業務） 日額 16,000円 H27.1.1

・　児童・生徒の救急、補導 日額 7,500円 H27.1.1 市 町 村

・　児童・生徒の保護、緊急の防災・復旧 日額 8,000円 H27.1.1

・　４時間程度（大会等のみ） 日額 3,600円

用 地 交 渉 等 手 当 日額 650円 H14.4.1

有 害 物 等 取 扱 手 当 日額 290円 H14.4.1 技 労

1時間 780円

・　潜水深度30メートルを超えるとき 1時間 1,500円

福島丸に乗り組む職員が航海中に船舶の推進器に絡
んだ漁具を潜水して除去する作業

1回 1,500円

水 中 等 作 業 手 当

潜水器具を着用して行う潜水作業

H14.4.1 技 労

・　潜水深度20メートルまで 1時間 310円

・　潜水深度30メートルまで

手 当 名 手 当 額 新設・
改正年月日 備 考

日額 3,000円

4,000円

R2.2.1
（R5.7.21

新型コロナウイ
ルス感染症に
よる特例廃止）
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（令和５年４月１日）

100分の
70を乗じ
て得た額

給料月額
７割措置
に連動し
て減額

Ｐ２～
20、22
～39

給料月額 ○
（給料表の職務の級・号給に応じた）給料月額×
70/100（100円未満四捨五入）⇒「給料月額７割措
置」

特定管理監督職群の校長、副校長、教頭で
あっても、給料月額７割措置は適用される。

P21
義務教育等教員特別
手当

○
職務の級・号給に対応する額×70/100（100円未満
四捨五入）

1 給料の調整額 ○
１(1)の調整基本額×70/100（100円未満四捨五入）
×調整数

2 教職調整額 ○
（計算式は２に記載のとおり。給料月額７割措置に
連動して減額されることになる。）

3 地域手当 ○
（計算式は３に記載のとおり。給料月額７割措置に
連動して減額されることになる。）

4
給料の特別調整額
（管理職手当）

○ ４(1)の手当額×70/100（100円未満四捨五入）

5 扶養手当 ○

6 住居手当 ○

7 通勤手当 ○

8 単身赴任手当 ○

9 宿日直手当 ○

10 期末・勤勉手当 ○
（計算式は10に記載のとおり。給料月額７割措置に
連動して減額されることになる。）

11
超過勤務手当・休日
給

○
（計算式は11に記載のとおり。給料月額７割措置に
連動して減額されることになる。）

12
管理職員特別勤務手
当

○ 12(1)の手当額×70/100（100円未満四捨五入）

13 へき地手当 ○
（計算式は13に記載のとおり。給料月額７割措置に
連動して減額されることになる。）

14 特地勤務手当 ○
（計算式は14に記載のとおり。給料月額７割措置に
連動して減額されることになる。）

定年引上げに伴う給料月額７割措置の適用を受
ける職員であって、異動等の日において、当該職
員以外の職員であったものの場合
14にある「異動等の日における（ 給料の月額 ＋
教職調整額 ＋ 扶養手当 ）」→「異動等の日にお
ける（給料の月額＋教職調整額）×70/100（100円
未満四捨五入）＋異動等に日における扶養手当」

15
へき地手当に準ずる
手当

○
（計算式は15に記載のとおり。給料月額７割措置に
連動して減額されることになる。）

16
特地勤務手当に準ず
る手当

○
（計算式は16に記載のとおり。給料月額７割措置に
連動して減額されることになる。）

定年引上げに伴う給料月額７割措置の適用を受
ける職員であって、異動等の日において、当該職
員以外の職員であったものの場合
16にある「異動等の日における（ 給料の月額 ＋
教職調整額 ＋ 扶養手当 ）」→「異動等の日にお
ける（給料の月額＋教職調整額）×70/100（100円
未満四捨五入）＋異動等の日における扶養手当」

17 定時制通信教育手当 ○ 17の手当額×70/100（100円未満四捨五入）

18 産業教育手当 ○ 18の手当額×70/100（100円未満四捨五入）

19 寒冷地手当 ○

20 特殊勤務手当 ○

※　管理監督職勤務上限年齢調整額

60歳（労務職員は63歳）超の職員（給料月額７割措置が適用になる職員）の給与について

　管理監督職勤務上限年齢制により降任された職員に対しては、降任された後の級・号給に応じた給料月額を７割とした上で（給料月額７割措置）、降任される前の
給料月額の７割と降任された後の給料月額の７割との差額を給料として支給することで、管理監督職勤務上限年齢前の給料月額の７割水準となるように措置する。
（給料として支給されることから、地域手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当・休日給、へき地手当、特地勤務手当、へき地手当に準ずる手当、特地勤務手当に準ず
る手当の算定にも反映される。教職調整額の算定の基礎にも加えられる。）

７割になる

減額され
ない

概要

計算方法 備考

P42～
50（諸
手当一
覧表）

ページ

諸手当
一覧表
におけ
る番号

項目
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同額
（同様）

異なる額
同額

（同様）
異なる額

同額
（同様）

異なる額

Ｐ２～
20、22
～39

給料月額 ○

定年前再任用短時間勤務
職員の基準給料月額×１
週間当たりの勤務時間／
38.75（１円未満の端数切
捨て）

○
定年前再任用短時間勤
務職員の基準給料月額
と同額

○

定年前再任用短時間勤務
職員の基準給料月額×１
週間当たりの勤務時間／
38.75（１円未満の端数切
捨て）

P21
義務教育等教員特
別手当

○

定年前再任用短時間勤務
職員の区分に記載の義務
教育等教員特別手当×１
週間当たりの勤務時間／
38.75（１円未満の端数切
捨て）

○

定年前再任用短時間勤
務職員の区分に記載の
義務教育等教員特別手
当と同額

○

定年前再任用短時間勤務
職員の区分に記載の義務
教育等教員特別手当×１
週間当たりの勤務時間／
38.75（１円未満の端数切
捨て）

1 給料の調整額 ○

１(2)の調整基本額×調整
数×１週間当たりの勤務
時間／38.75（１円未満の
端数切捨て）

○

１(2)の調整基本額×調
整数

※　経過措置あり

○

１(2)の調整基本額×調整
数×１週間当たりの勤務
時間／38.75（１円未満の
端数切捨て）

※　経過措置あり

・定年前再任用
短時間勤務職員
及び暫定再任用
職員について、新
たな調整基本額
が設定された。
（短時間勤務の
場合、勤務時間
で按分する算出
方法は変更なし）
・暫定再任用職
員については経
過措置あり（運用
基準のとおり）。

2 教職調整額 ○ ２の計算式のとおり ○ ２の計算式のとおり ○ ２の計算式のとおり

3 地域手当 ○ ３の計算式のとおり ○ ３の計算式のとおり ○ ３の計算式のとおり

4
給料の特別調整額
（管理職手当）

○
４(2)の手当額×１週間当
たりの勤務時間／38.75（１
円未満の端数切捨て）

○ ４(2)の手当額のとおり ○
４(2)の手当額×１週間当
たりの勤務時間／38.75（１
円未満の端数切捨て）

短時間勤務の場
合、勤務時間で
按分する算出方
法となった。

5 扶養手当 ○ 支給対象外 ○ 支給対象外 ○ 支給対象外

6 住居手当 ○ ６の計算式のとおり ○ ６の計算式のとおり ○ ６の計算式のとおり

7 通勤手当 ○ ７の計算式のとおり ○ ７の計算式のとおり ○ ７の計算式のとおり

8 単身赴任手当 ○ ８の手当額のとおり ○ ８の手当額のとおり ○ ８の手当額のとおり

9 宿日直手当 ○ ９の手当額のとおり ○ ９の手当額のとおり ○ ９の手当額のとおり

10 期末・勤勉手当 ○
10(2)の期別支給割合・
計算式のとおり

○
10(2)の期別支給割合・
計算式のとおり

○
10(2)の期別支給割合・
計算式のとおり

11
超過勤務手当・休日
給

○ 11の計算式のとおり ○ 11の計算式のとおり ○ 11の計算式のとおり

12
管理職員特別勤務
手当

○ 12(2)の手当額のとおり ○ 12(2)の手当額のとおり ○ 12(2)の手当額のとおり

定年前再任用短
時間勤務職員及
び暫定再任用職
員について、新た
な手当額が設定
された。

13 へき地手当 ○ 支給対象外 ○ 支給対象外 ○ 支給対象外

14 特地勤務手当 ○ 支給対象外 ○ 支給対象外 ○ 支給対象外

15
へき地手当に準ず
る手当

○ 支給対象外 ○ 支給対象外 ○ 支給対象外

16
特地勤務手当に準
ずる手当

○ 支給対象外 ○ 支給対象外 ○ 支給対象外

17
定時制通信教育手
当

○
17の手当額×１週間当た
りの勤務時間／38.75（１円
未満の端数切捨て）

○ 17の手当額のとおり ○
17の手当額×１週間当た
りの勤務時間／38.75（１円
未満の端数切捨て）

18 産業教育手当 ○
18の手当額×１週間当た
りの勤務時間／38.75（２円
未満の端数切捨て）

○ 18の手当額のとおり ○
18の手当額×１週間当た
りの勤務時間／38.75（２円
未満の端数切捨て）

19 寒冷地手当 ○ 支給対象外 ○ 支給対象外 ○ 支給対象外

20 特殊勤務手当 ○ 20の手当額のとおり ○ 20の手当額のとおり ○ 20の手当額のとおり

P42～
50（諸
手当一
覧表）

（定年引上げ前
の）現行の再任用
職員（フルタイム
勤務）との比較

（定年引上げ前
の）再任用短時間
勤務職員との比
較計算式等 計算式等

定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用職員の給与について（定年引上げ前の再任用職員との給与の比較等）

ページ

諸手当
一覧表
におけ
る番号

項目 備考（定年引上げ前
の）再任用短時間
勤務職員との比
較 計算式等

定年前再任用短時間勤務職員

暫定再任用職員

暫定再任用職員（フルタイム勤務） 暫定再任用短時間勤務職員

（令和５年４月１日）
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